
入札公告

和歌山地方税回収機構新地方公会計制度導入支援委託業務について、次のとおり条件付

き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「自治法

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

平成２９年１月１３日

和歌山地方税回収機構 管理者 神 出 政 巳

１ 条件付き一般競争入札に付する事項

（１）業務年度

平成２８年度

（２）委託業務名

和歌山地方税回収機構新地方公会計制度導入支援委託業務

（３）委託業務の内容

入札説明書による。

（４）契約期間

契約締結日から平成２９年３月３１日（金）まで

２ 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

１の（３）に係る委託業務ついて、過去２箇年の間に国（公団等を含む。）又は地方

公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これら

を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがない者であること。

３ 契約条項を示す場所及び期間

（１）場所

和歌山市茶屋ノ丁２番１ 和歌山県自治会館６階

和歌山地方税回収機構

（２）期間

平成２９年１月１３日（金）から平成２９年１月１９日（木）までの和歌山地方

税回収機構の休日を定める条例（平成１８年和歌山地方税回収機構条例第３号）第

１条第１項に定める和歌山地方税回収機構の休日を除く日の午前９時から午後５時

３０分まで。

４ 入札説明書等を交付する場所及び期間

（１）場所

３の（１）に同じ。

（２）期間

３の（２）に同じ。

５ 条件付き一般競争入札の場所及び日時等

（１）条件付き一般競争入札の場所及び日時

ア 入札場所

和歌山市茶屋ノ丁２番１ 和歌山県自治会館３階

「ミーティングルーム（３階）」

イ 入札日時



平成２９年１月２４日（火） 午後２時３０分から

ウ 開札場所

アに同じ。

エ 開札日時

イに同じ。

オ 注意事項

入札当日、和歌山県自治会館の駐車場は工事のため使用できないことに注意す

ること。

（２）（１）の入札の執行に当たっては、入札参加者は、入札説明書に記載する「条件付

き一般競争入札参加資格確認書」及びそれを証する書類を持参することとする。

（３）郵便による入札書の提出を行う者は、入札説明書に記載する「条件付き一般競争

入札参加資格確認書」及びそれを証する書類を、書留郵便で平成２９年１月２３日

（月）午後５時００分までに和歌山地方税回収機構に必着するように行わなければ

ならない。

６ 入札方法

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８

分の１００に相当する金額で入札すること。

７ 入札保証金に関する事項

入札保証金は、和歌山地方税回収機構財務規則（平成１８年和歌山地方税回収機構規

則第７号）第７０条第２号の規定により免除とする。

８ 契約保証金に関する事項

（１）契約を締結する者は、契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証金を納付し

なければならない。

（２）契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第１６７条の１６及

び和歌山地方税回収機構財務規則第７５条から第７７条までの規定の定めるところ

による。

９ 入札の無効

本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の確認について虚偽

の申請を行った者のした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札

は、無効とする。

なお、競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、指名停止措置

を受けて指名停止期間中である者等入札時点で２に規定する資格のない者のした入札

は、無効とする。

10 落札者の決定の方法

（１）入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。

（２）この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係

のない和歌山地方税回収機構の職員を立ち会わせるものとする。



（３）和歌山地方税回収機構財務規則第８５条の規定に基づき定めた予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

（４）落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者

にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者

のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わっ

て当該入札事務に関係のない和歌山地方税回収機構の職員にくじを引かせるものと

する。

（５）開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに、再度

の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含め３回までとす

る。

（６）再度の入札を行う場合において、郵便による入札を行った者で５の（１）に規定

する日時に入札の場所に出席していない者は、第２回以降の入札には、参加できな

いものとする。

11 その他

（１）入札及び契約に関する事務を担当する課室の名称及び所在地

ア 名称

和歌山地方税回収機構総務課

イ 所在地

和歌山市茶屋ノ丁２番１ 和歌山県自治会館６階

郵便番号 ６４０－８２６３

電話番号 ０７３－４２２－３６３０

ファクシミリ番号 ０７３－４２２－３６３１

電子メールアドレス kikou013@w-zeikaishu.jp

（２）契約書作成の要否

要

（３）契約の締結における議会の議決の要否

否


